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桃介橋 
今年７月３日、20 年ぶりに新紙幣が発行されて

から早５か月、日常でも随分見かけるようになり

ましたが、旧紙幣もそう簡単にはその地位を明け

渡してなるものかと頑張っているようです。 

写真は、南木曽町読書（よみかき）の木曽川に

架かる「桃介橋」です。今からおよそ 100 年前の

大正 11 年（1922 年）に、福澤桃介によって建設さ

れた日本最大級の木製の吊り橋で、橋長 248ｍ、

高さ約 13ｍの主塔３基、幅員 2．7ｍ、建設当時

は、東洋一の吊り橋と称され、約２㎞下流に造る

読書発電所の建設資材運搬に使用されました。 

福澤桃介は、旧１万円札の肖像として描かれ

ている福澤諭吉の婿養子で、木曽川の水力発電に精力的に取り組み、後年「日本の電力王」と呼

ばれるようになりました。 

「桃介橋」は発電所建設後、長らく生活道路として利用され、昭和 25 年（1950 年）に読書村（現

南木曽町）に寄贈されました。その後老朽化が進み、昭和 53 年（1978 年）には通行止めの措置が

取られ、復元工事が完成する平成５年まで通行止めが続きました。「桃介橋」の修復・復元には、

立ちはだかる壁がいくつもありましたが、町民の橋に対する愛着と誇りが今日の雄姿を蘇らせた

のです。かけがえのない農村空間の保全に取り組む私たちと相通ずるものを感じます。 

さて、今回の協議会だよりでは、広報活動に積極的に取り組んでいる二つの組織の会報（広報

誌）をご紹介します。 

広報誌は、単に構成員へ活動状況を伝えるだけでなく、地域コミュニティーの活性化に一役買う

ツールでもあります。今号で紹介する立科町の「宇山８１０会」と松本市の「中信平右岸松塩の会」

の会報は、いずれも収支決算・予算など総会での決議事項のほか、「宇山８１０会」の会報では、

防災マップ作りや地域住民からの寄稿、「中信平右岸松塩の会」の会報では、地域部会ごとに活

動状況の写真を掲載するなど、工夫を凝らした誌面となっています。 

広報誌を発行するには相応の労力を要しますが、構成員の事業に対する理解が深まり、協力

が得やすくなるなどの効果も期待されることから、一度ご検討されてはいかがでしょうか。 
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Ｑ＆Ａ（協議会に寄せられた質問） 

Ｑ． 質 問 Ａ． 回 答 

休耕田に水を張ってビオト

ープに位置付けた場合、農村

環境保全活動の生態系保全

41 にある「水田を活用した生

息環境の確保」に該当する

か？ 

休耕田に水を張って水生生物や昆虫の生息・繁殖の場とな

るビオトープに位置付けた場合、生態系保全 41 にある「水田

を活用した生息環境の確保」に該当すると考えます。 

ただし、ビオトープに位置付けるためには、ただ単に水を張

るだけでなく、周辺のほ場を含めて通常の保全管理に加え、

除草剤や農薬の使用を控えたり、非かんがい期も湛水したり

するなどの取組が必要と考えます。その場合、営農への影響

や非かんがい期の水の確保が課題となることから、活動組織

内の合意形成が重要となります。 

具体的な活動計画の作成に当たっては、専門家の助言等

を受けることもご検討ください。 

 

農地維持活動「４ 遊休農地

発生防止のための保全管理」

の取組として、農用地内の果

樹や雑木の伐採・伐根、ぶどう

棚や廃タイヤの撤去等を行う

ことは可能か？ 

 

農用地内にある不要物の撤去・処分は、原則土地所有者

が行うべきものと考えます。また、不法投棄されたゴミについ

ては、交付金の対象外であると考えられることから、それらの

処分については、市町村にご相談ください。 

 

協議会から 

協議会は、多面的機能支払事業に関する質問、

相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合せ

ください。 

■問い合わせ先 

長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会 

担当：小田切 

TEL 026-219-6351 FAX 026-219-6352 

E メール nagano-tamenteki@wonder.ocn.ne.jp 

URL http://www.nagano-nouchimizu.net/ 
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